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常
陸
大
宮
市
に
暮
ら
す
約
４
万
７
千
人
の
う
ち
、
何
ら
か
の
障
が
い
が
あ
る
方

は
約
２
千
人
い
ま
す
。

　
誰
も
が
生
き
生
き
と
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
、
障
が
い
に
つ
い
て
の

理
解
を
深
め
、
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
支
え
合
う
「
共
生
社
会
」
を
つ
く
っ
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

◆障がいをお持ちの方に対する割引制度や手当には次のようなものがあります。

◆
障
が
い
に
は「
身
体
障
が
い
」

「
知
的
障
が
い
」「
精
神
障
が
い
」

の
３
種
類
が
あ
り
ま
す
。

身
体
障
が
い

　

視
覚
障
が
い
、
聴
覚
障
が
い
、
言
語
障

が
い
、
手
足
の
不
自
由
、
心
臓
・
じ
ん
臓
・

呼
吸
器
な
ど
の
内
臓
機
能
の
障
が
い
等
、

生
ま
れ
つ
き
症
状
を
お
持
ち
の
方
や
、
事

故
・
病
気
で
の
発
症
に
よ
る
も
の
な
ど

様
々
な
障
が
い
が
あ
り
ま
す
。

知
的
障
が
い

　

先
天
的
に
知
的
な
理
解
力
や
判
断
力
が

弱
か
っ
た
り
、
人
や
環
境
に
な
じ
み
に
く

か
っ
た
り
し
、
生
活
に
支
障
が
あ
り
ま

す
。
ち
ょ
っ
と
し
た
声
か
け
な
ど
の
支
援

で
解
決
す
る
こ
と
も
多
く
、
軽
度
の
場
合

は
本
人
も
周
囲
も
気
づ
か
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

精
神
障
が
い

　

統
合
失
調
症
や
う
つ
病
な
ど
精
神
の
病

気
に
よ
り
、
長
期
に
わ
た
っ
て
日
常
・
社

会
生
活
に
支
障
の
あ
る
状
態
で
す
。
仕
事

な
ど
で
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
て
精
神
障
が
い

に
な
る
例
が
増
え
て
い
ま
す
。

◆
外
見
で
は
わ
か
ら
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。

　

心
臓
の
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
な
ど
は
も
ち

ろ
ん
見
え
ま
せ
ん
し
、
聴
覚
の
障
が
い
や

知
的
の
障
が
い
、
精
神
の
障
が
い
は
関

わ
っ
て
初
め
て
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
と

分
か
る
場
合
も
あ
る
の
で
す
。

◆
誰
で
も
障
が
い
者
に
な
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

障
が
い
に
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
や

生
活
を
す
る
中
で
な
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。

　

例
え
ば
、
交
通
事
故
で
手
足
が
不
自
由

に
な
っ
た
人
や
、
脳
梗
塞
で
半
身
不
随
に

な
っ
た
人
、
仕
事
の
ス
ト
レ
ス
や
人
付
き

合
い
に
疲
れ
て
精
神
障
が
い
者
に
な
っ
た

人
な
ど
で
す
。

　

私
達
の
誰
も
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
障

が
い
者
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。

障
が
い
を
理
解
し
、
障
が
い
の
あ
る
方
も

な
い
方
も
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と

が
出
来
る
ま
ち
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

12
月
３
日
か
ら
９
日
は
障
害
者
週
間
で
す

障害児福祉手当
●　対象者

　身体または精神に著しく重度の障がいがあるた
め、日常生活で常時特別の介護を必要とする20
歳未満の在宅の重度障がい児
　※ただし、次の場合は対象となりません

　①受給者またはその配偶者若しくは扶養義務者の
前年の所得が一定金額以上の場合

　②施設等に入所している方
　③障がいを支給事由とする年金給付を受けている方
●　支給額　　　月額　14,380 円

特別障害者手当
●　対象者

　身体または精神に著しく重度の障がいがあるた
め、日常生活で常時特別の介護を必要とする20
歳以上の在宅の重度障がい者
　※ただし、次の場合は対象となりません

　①受給者またはその配偶者若しくは扶養義務者の
前年の所得が一定金額以上の場合

　②施設等に入所している方
　③病院等に 3 カ月を超えて入院している方
●　支給額　　　月額　　26,440 円
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◆相談相手がいること知っていますか？
　相談支援事業所は事業者としてのネットワークを生かし、障がい者の相談員の皆さんは、同じ障がい者また
は障がい者の家族の立場で自らの豊富な経験から、障がいのある方やその家族のさまざまな相談に応じていま
す。不安や悩みなどお気軽にお尋ねください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同　敬称略）

身体障害者相談員
氏　名 電話番号

横　塚　靜　江 53-1587

　澤　隆　典
53-7057

連絡はＦＡＸで
お願いします。

小田部　まつゑ 52-3126

矢　野　正　紀 56-2014

横　山　一　洋 55-2634

知的障害者相談員
氏　名 電話番号

澤　海　ひさ子 52-3893

堀　江　たみ子 58-2380

篠　田　美津江 55-3570

上久保　久　一 57-9369

相談支援事業所
事　業　所　名 電話番号

市社会福祉協議会
（身体障がい・知的障がいの相談） 53-1125

メンタルサポートステーション　きらり
（精神障がいの相談）

0295-
72-5881

　このマークは、障がいのある方々が利用するこ
とが出来る建築物、施設や公共交通機関であるこ
とを示す世界共通の国際シンボルマークです。
　特に車いすの利用者を限定し使用されるもので
はなく、すべての障がいのある方を対象としたも
のです。
　駐車場などでこのマークを見かけた場合には、
障がい者の利用への配慮について、ご理解、ご協
力をお願いします。

有料道路割引制度
　通勤、通学、通院等の日常生活において、障がい者の方が有料道路を利用する場合に一定の要件で料金が
割引になります。

■問い合わせ先■
福祉課社会福祉グループ
　　　☎５２－１１１１（内線１３５）
山方総合支所市民福祉課
　　　☎５７－６８１２
美和総合支所市民福祉課
　　　☎５８－３８５０
緒川総合支所市民福祉課
　　　☎５６－３９９２
御前山総合支所市民福祉課
　　　☎５５－２１１３

●割引料金額
　通常料金の半額
※各種ＥＴＣ時間帯割引との併用には一部制限が

あります。
●割引有効期間
　　申請日から２回目の誕生日まで

※ＥＴＣカードの有効期限が切れる場合はこの限
りではありません。

●申請に必要な書類等

※要件確認のため、その他の書類等が必要になる
場合があります。

●対象障がい者の範囲
　・障がい者本人が運転する場合
　　→身体障害者手帳を所持しているすべての方
　・障がい者本人以外の方が運転し、障がい者本人

が同乗される場合
　　→身体障害者手帳または療育手帳を所持してい

て、手帳に「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額
第 1 種」と記載されている方

●対象自動車の範囲
　　車検証または軽自動車届出済証に「自家用」と

記載されているもの、または二輪自動車で総排気
量が125ccを超えるもの等（車種によって制限有）

　【所有者要件】　
　　車検証または軽自動車届出済証の「所有者の氏

名または名称」欄に本人、配偶者、直系血族及び
その配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居
の親族等が記載されているもの
●対象道路
　　道路整備特別措置法に基づく有料道路

ＥＴＣを
利用しない

①身体障害者手帳または療育手帳
②車検証または軽自動車届出済証
③運転免許証（本人運転の場合）

ＥＴＣを
利用する

①身体障害者手帳または療育手帳
②車検証または軽自動車届出済証
③運転免許証（本人運転の場合）
④ＥＴＣカード（障がい者本人名義のもの）
⑤ＥＴＣ車載器の管理番号が確認できるもの
　（ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書等）

障がい者の
ための国際
シンボルマーク

ち ょ こ っと 豆 知 識


